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標記につきまして、令和４年９月２９日付け全Ｌ協保安・業務Ｇ４第９７号におい

て安全運転管理者が行わなければならない業務として、「運転しようとする運転者及

び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視

等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと」をご参考までにお知

らせしておりました。 

また、当時はアルコール検知器が供給不足であったため、安全運転管理者に対する

アルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認等は、適用が延期となっておりま

した。 

この度、別紙のとおり告示が改正され令和５年１２月１日より安全運転管理者に対

するアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認等が義務付けとなりました

のでお知らせいたします。 

つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また直接会員におかれ

ましては営業所等に対し、お知らせくださいますようよろしくお願いいたします。 

 

【警察庁ホームページ】 

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/20230815kyokutyoutuutatu.pdf 
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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う交通警察の運営

について（通達）

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和５年内閣府令第62号。以下

「改正府令」という。）及び交通の方法に関する教則の一部を改正する件（令和５年

国家公安委員会告示第35号。以下「改正告示」という。）が本日公布され、令和５年

12月１日から施行されることとなった。

今回の改正の趣旨、内容等は以下のとおりであるので、改正府令及び改正告示が円

滑かつ適切に施行されるよう、事務処理上遺憾のないようにされたい。

記

１ 趣旨

道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に

伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府

令（令和４年内閣府令第54号）により設けられた道路交通法施行規則（昭和35年総

理府令第60号。以下「府令」という。）附則第６項の規定により、当分の間、安全

運転管理者に対するアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認等の義務に

係る規定（府令第９条の10第６号及び第７号の一部）は適用しないこととする暫定

措置がとられているところ、同項を削除し、当該暫定措置を廃止することとした。

２ 内容

⑴ 道路交通法施行規則の一部改正

府令第９条の10には、安全運転管理者が行わなければならない自動車の安全な

運転に必要な業務として、「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者

に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、

アルコール検知器（呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公

安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。）を用いて確認を行うこと」

（第６号）及び「前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間

保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること」（第７号）が掲げ

られており、府令附則第６項の規定により、アルコール検知器を用いた確認に係

る部分及び同検知器の常時有効保持に係る部分については、当分の間、安全運転

管理者の業務に含めないこととされていた。

殿



改正府令により、同項を削除し、令和５年12月１日から府令第９条の10第６号

及び第７号の一部を適用することとする。

⑵ 交通の方法に関する教則の一部改正

⑴の改正に伴い、所要の整備を行うこととする。

３ 留意事項

安全運転管理者による運転者の酒気帯びの有無の確認は、飲酒運転の防止を図る

上で重要なものであることから、安全運転管理者に対する講習の機会等を活用する

ことにより、当該義務の履行を徹底させるなど、使用者対策等を着実に推進するこ

と。

また、改正府令の施行前から、より多くの事業所において早期にアルコール検知

器を用いた酒気帯びの確認が行われることになるよう、できるだけ早期に必要な数

のアルコール検知器を入手することができるよう努めるとともに、これを用いた酒

気帯び確認を行うことによって飲酒運転の防止が図られるよう積極的に事業者に対

する働き掛けを行うこと。

（参考資料）

○ 改正府令の官報の写し

○ 改正告示の官報の写し


